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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

提出会社の経営指標等 

 （注）１．当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記

載しておりません。 

２．当社は、平成14年１月８日設立のため、初年度である平成14年３月期より記載しております。また、第１期

は平成14年１月８日から平成14年３月31日までの２ヶ月と24日間となっております。 

３．営業収益には、消費税等は含まれておりません。 

４．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在していないため記載しておりません。 

回次 第１期 第２期 第３期 第４期 第５期 

決算年月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 

営業収益 （千円） － 95,116 343,437 496,289 527,678 

経常利益 （千円） 0 42,214 142,043 241,598 281,239 

当期純利益 （千円） 0 23,308 84,878 148,474 169,708 

持分法を適用した場合の

投資利益 
（千円） － － － － － 

資本金 （千円） 10,000 95,000 112,500 112,500 311,500 

発行済株式総数 （株） 200 1,900 2,600 2,600 15,700 

純資産額 （千円） 10,000 118,309 238,187 386,662 1,084,170 

総資産額 （千円） 10,013 144,788 375,241 470,076 1,185,303 

１株当たり純資産額 （円） 50,000.51 62,267.91 91,610.72 148,716.35 69,055.45 

１株当たり配当額 

（うち１株当たり中間配

当額） 

（円） 
－ 

(－) 

－ 

(－) 

－ 

(－) 

－ 

(－) 

3,000.00 

(－) 

１株当たり当期純利益 （円） 0.51 16,411.58 44,096.03 57,105.63 12,767.50 

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益 
（円） － － － － 11,907.46 

自己資本比率 （％） 99.9 81.7 63.5 82.3 91.5 

自己資本利益率 （％） 0.0 36.3 47.6 47.5 23.1 

株価収益率 （倍） － － － － 65.17 

配当性向 （％） － － － － 23.5 

営業活動によるキャッシ

ュ・フロー 
（千円） － － 142,618 134,657 227,963 

投資活動によるキャッシ

ュ・フロー 
（千円） － － △19,422 △8,000 9,704 

財務活動によるキャッシ

ュ・フロー 
（千円） － － 35,000 － 507,152 

現金及び現金同等物の期

末残高 
（千円） － － 267,333 393,991 1,138,811 

従業員数 

(外、平均臨時雇用者数) 
（人） 

0 

(－) 

2 

(－) 

5 

(－) 

6 

(－) 

9 

(－) 



５．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、第１期においては、新株引受権付社債及び転換社債を発

行していないため記載しておりません。第２期においては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。第３期及び第４期においては、新株予約権の残高がありますが、当社株式は非上場であり、かつ店頭登

録もしていないため、期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。 

６．第１期から第４期までの株価収益率については、当社株式は非上場であり、かつ店頭登録もしておりません

ので記載しておりません。 

７．第３期以降の財務諸表については、証券取引法第193条の２の規定に基づき、監査法人トーマツの監査を受

けておりますが、第１期及び第２期の財務諸表については、当該監査を受けておりません。 

８．当社は平成17年８月29日付で株式１株につき５株の株式分割を行っております。 

２【沿革】 

年月 事項 

平成14年１月 東京都世田谷区駒沢三丁目７番５号に株式会社グラウンドを設立（資本金10百万円） 

平成14年５月 東京都港区西新橋一丁目６番14号に本社を移転 

グラウンド・ファイナンシャル・アドバイザリー株式会社に商号変更 

平成14年12月 小口不動産ノンリコース・ローンプログラム（マルチアセットスキーム）第１号案件を実行 

平成15年７月 東京都港区西新橋一丁目10番２号に本社を移転 

平成18年２月 ジャスダック証券取引所に株式を上場 



３【事業の内容】 

 当社は、わが国における企業や事業を巡るファイナンス（資金調達）の手法が高度化・多様化する中にあって、ス

トラクチャード・ファイナンス（＊②）の分野に特化したアレンジャーとして、顧客にとって最適なファイナンス手

法を提案し実現させる金融サービス会社であります。 

 ストラクチャード・ファイナンスの中でも当社は、主に不動産を対象資産とした流動化・証券化（＊①）に係るア

レンジャー業務を主たる業務としております。 

 不動産流動化・証券化アレンジャー業務とは、不動産への投資や不動産の保有、又は不動産開発を行う顧客から案

件を受託し、当該顧客のため、ノンリコース・ローン（＊③）等を活用したストラクチャード・ファイナンスのスキ

ーム（仕組み）を考案し組成する業務であります。 

 当社の行うアレンジャー業務には、ストラクチャリング業務とアドバイザリー業務の２つの業務があります。 

 ストラクチャリング業務とは、資金調達を必要とする側（借入人側）の立場に立ち、スキーム検討の当初段階から

最終的な資金決済まで一貫したファイナンスアレンジを行うものであり、顧客毎に異なるニーズに応じ個別にスキー

ムを組成するサービスが基本となりますが、当社が株式会社新生銀行と共同開発したマルチアセットスキーム（この

内容は、後記「＊マルチアセットスキームについて」をご参照下さい。）のように不特定多数の顧客向けに定型化さ

れたスキームを反復継続的に利用するサービスも提供しております。一方、アドバイザリー業務には、①資金調達を

実現した後のスキームのメンテナンスに係るメンテナンス業務、及び②個別案件のストラクチャリング業務に至る前

段階においてストラクチャード・ファイナンスの手法を利用した資金調達ならびに運用に関して継続的に助言及び作

業支援等を行うコンサルティング業務の２つがあり、コンサルティング業務においては、資金を調達する側である一

般事業法人等の企業と、資金を運用する側である銀行等のレンダー（＊④）の両方に対しサービスを提供しておりま

す。 

 一般的な不動産流動化スキームにおける関係者は、不動産の原所有者（オリジネーター＝売主）、不動産を受託す

る信託銀行（受託者）、不動産信託受益権の購入主体でありノンリコース・ローンの借入主体であるＳＰＣ

（Special Purpose Company；特別目的会社）（＊⑤）、ノンリコース・ローンの貸手である銀行・ノンバンク等

（レンダー＝貸出人）、ＳＰＣに対する匿名組合出資者（スポンサー＝不動産の実質的な買主）であります。 

 これらの利害を有する複数の関係者間の調整を図りつつ、ある一定期日までに案件が無事終了する（資金決済が行

われる）よう、関連する全作業に目配りしスケジュールを管理し案件を推進する機能を果たすのがアレンジャーであ

り、いわばプロジェクトマネジャー的な存在といえます。 

 当社は主として、不動産の実質的な買主であり資金調達を必要とするスポンサーの側に立ち、スキームのアレンジ

を行います。 

 不動産流動化の一般的なスキームを図示すると以下のとおりであります。 

①オリジネーターは、所有する不動産を対象に信託銀行と当該不動産の管理・運用及び処分を目的とした不動産信

託契約を締結し、信託受益権を取得します。 

 ②オリジネーターは信託受益権をＳＰＣに売却します。 



 ③ＳＰＣは信託受益権の購入代金を、レンダーからのノンリコース・ローンとスポンサーからの匿名組合出資によ

り調達します。 

 ④当社はスポンサー又はＳＰＣよりストラクチャリング業務に係る報酬を受領します。 

 原則として上記の各取引は同日付で実行されます。 

 また、アレンジャー業務を構成するストラクチャリング業務とアドバイザリー業務それぞれの具体的な内容を案件

の流れに沿って説明すると次のとおりであります。 

(1) ストラクチャリング業務 

①オリジネーション 

  まず、顧客（一般的な案件ではスポンサー）の具体的なニーズを把握しそれに応じたスキームを検討・提案し

ます。この顧客ニーズの確認に当たり物件情報等を入手する場合、顧客からの要請に応じて守秘義務契約を締結

します。上記提案には、スキームの概要、不動産流動化を行うことのメリット・デメリット、法制上・税制上の

一般的留意点、及び資金調達コストの概算等が盛り込まれております。提案に対し顧客の理解が得られアレンジ

ャー指名を受けたうえで、正式にアレンジャーとして案件の統括を行うことになります。この段階で、顧客との

間でアドバイザリー契約を締結します。 

②デューデリジェンス 

 流動化の対象資産となる不動産に係る調査・分析作業を不動産鑑定士等の専門家に依頼し、対象不動産の権利

関係の確認や特性を把握します。調査・分析の内容は案件により異なりますが、主として以下のものを専門家に

発注いたします。 

◆不動産鑑定評価書 

◆建物診断報告書（遵法性の確認、長短期の要修繕項目及び修繕費用見積、環境分析、地震リスク分析等） 

◆ＡＵＰ（Agreed Upon Procedure；会計事務所等が作成する、対象不動産に係る営業損益計算書、レントロー

ル（＊⑥）、テナントの賃料支払状況等を織り込んだ、対象不動産の収益性を検討するための報告書） 

◆リーガル・デューデリジェンス（弁護士が賃貸借契約を含む不動産に関連する契約書等をチェック） 

◆マーケットレポート（対象不動産を取り巻く商圏分析等） 

③タームシート作成 

 デューデリジェンスを進める一方で、スキームの詳細について、顧客や他の案件参加者の要望を踏まえ、ま

た、法的側面、会計・税務面、制度面の制約等についての専門家の意見を参考にしつつ、その内容を固めていき

ます。この過程では、主要な契約書のうち重要な条件を箇条書きにしたタームシート（term sheet）を作成し、

これをもとに重要事項についての議論を行います。 

④キックオフ・ミーティング 

 ドキュメンテーション（契約書作成）に入る前に、作業の全体観について共通認識を持つため、案件に参加す

る関係者を一同に集め行うミーティングをキックオフ・ミーティングといいます。ミーティングの場では、参加

者メンバーの紹介、クロージングに至るまでの作業スケジュールと作業担当者の確認、スキーム内容とこれに関

して議論・決定すべき事項の確認等が行われます。 

⑤ＳＰＣの設立 

 不動産流動化スキームで資金調達（借入）の主体として主に利用されるＳＰＣ及びＳＰＣの親会社となる有限

責任中間法人（＊⑦）等の設立を行います。 

⑥ドキュメンテーション 

 アレンジャーにとって最も重要な業務がドキュメンテーションであります。アレンジャーは関係当事者に契約

書のドラフトを配布しこれに対するコメントを求めるという手順を何度か繰り返し、最終的に契約書を完成させ

ます。流動化案件は契約書の数が非常に多いため、アレンジャーは期限までに全契約書について全関係者の合意

がとれるようスケジュール管理を行います。また、契約書はその全体でスキームを構成しており相互に密接に関

連した内容となるため、適宜弁護士等の専門家のアドバイスを受けつつ契約書間相互の内容が齟齬をきたさない

よう注意し、スキーム全体を俯瞰して整合性を図ることがアレンジャーの役目となります。 



⑦クロージング 

 決済に係る作業をクロージングといいます。クロージングには資金の決済と対象不動産に関する権利の移転

（登記手続き）の２つがあります。アレンジャーは、決済に係る全体の資金の流れを取り纏め関係者間で確認を

行うとともに、司法書士を含め関係当事者間で登記手続きに関する確認を行い、事務手続きに遺漏のないよう細

心の注意をもってあたります。 

 クロージングが終了した段階で、当社は顧客（スポンサー又はＳＰＣ）よりアドバイザリー契約に基づき報酬

を受領いたします。 

上記で述べた案件遂行の手順を図示すると以下のとおりであります。 

(2) アドバイザリー業務 

 ①メンテナンス業務 

 クロージング後、顧客からの要請に応じて、当社はＳＰＣから業務委託を受け、スキームのメンテナンスに係

る事務を受託します。具体的な業務内容としては、①信託銀行に対する受益者指図（＊⑧）権の行使に係る事

務、②物件を管理するプロパティマネジャー（＊⑨）が主として作成する物件のパフォーマンス等に関する各種

定期報告書の精査・確認、③ＳＰＣの会計帳簿の作成や匿名組合契約に係る計算事務及び資金送金の事務（キャ

ッシュマネジメント）等があります。なお、当社は委託を受けた業務の一部をさらに別の第三者に再委託するこ

とがあります。 

 なお、マルチアセットスキームにつきましては、全案件に関してＳＰＣより上記①及び②の内容の業務委託を

受け、スキームのメンテナンスに係る事務を受託しております。 

 当社は、ＳＰＣとの業務委託契約に基づきこれらメンテナンス業務に係る報酬を原則として定期的に受領いた

します。 

 ②コンサルティング業務 

 当社は個別案件のストラクチャリング業務に至る前段階で、顧客企業向けにストラクチャード・ファイナンス

の手法を用いた資金調達について、計画策定や銀行等レンダー向け資料作成のための助言及び作業支援等を行っ

ております。 

 また一方で、ストラクチャード・ファイナンススキームにおいてノンリコース・ローンを実行する銀行等レン

ダーに対しても、営業推進から案件審査、及び貸出実行後のモニタリング体制等の行内体制整備のための助言及

び作業支援等も行っております。 



これらのコンサルティング業務は一定期間に渡って行われ、当社は報酬を原則として定期的に受領いたしま

す。 

  ＊マルチアセットスキームについて 

 マルチアセットスキームとは、当社が株式会社新生銀行と共同開発した小口不動産ノンリコース・ローンプログ

ラムであります。主として対象となる不動産は数億円から10億円程度までの小口不動産であり、同一のＳＰＣを利

用すること、レンダー・信託銀行・弁護士・会計士等のスキーム参加者を固定化すること及び契約書類を定型化す

ること等により、不特定多数のスポンサーが短期間かつ低コストでノンリコース・ローンを調達することを可能と

しているものです。 

マルチアセットスキームを図示すると以下のとおりであります。 

①オリジネーターは、所有する不動産を対象に信託銀行と当該不動産の管理・運用及び処分を目的とした不動産信

託契約を締結し、優先受益権（＊⑩）及び劣後受益権（＊⑪）を取得します。 

②オリジネーターは優先受益権を有限会社エム・エー・ピーに、劣後受益権をスポンサーにそれぞれ売却します。

③ＳＰＣは優先受益権の購入代金を、株式会社新生銀行からのノンリコース・ローンと当社からの匿名組合出資に

より調達します。当社はスポンサーより報酬を受領します。 

原則として上記の各取引は同日付で実行されます。 



 マルチアセットスキームは、定型化されたスキームであるため案件遂行の手順が簡素化されており、図示すると

以下のとおりとなります。 

＊用語説明 

①不動産流動化・証券化 

不動産を実質的な引当財産として、ノンリコース・ローンや有価証券の発行等により資金調達を行うスキームを

いい、スポンサー等の企業の信用力ではなく対象となる不動産の収益力や価値に依拠した資金調達手法でありま

す。 

②ストラクチャード・ファイナンス 

ある特別な仕組み（スキーム）を利用した資金調達の手法をいい、プロジェクトファイナンス、航空機等のリー

スファイナンス及び資産の流動化などがこれに当たります。一般には「仕組み金融」と訳されます。不動産流動

化・証券化もストラクチャード・ファイナンスの一種ということができます。 

③ノンリコース・ローン 

ローン元本・利息等の返済財源について、借入人の財産のうち一定の財産に限定する旨の取り決めを付したロー

ンです。一般的には、「責任財産限定特約付金銭消費貸借契約」を意味します。 

④レンダー 

銀行やノンバンク等のローンの「貸出人」を意味します。 

⑤ＳＰＣ 

Special Purpose Companyの略で、「特別目的会社」を意味します。ＳＰＣは不動産流動化・証券化のスキーム

において資金調達を受ける「器」として利用され、定款上、特定のスキーム組成に必要な限度に会社目的が制限

される等、一般事業法人と比較すると限定的な運営がなされます。平成18年５月１日の会社法施行前は、一般に

は有限会社がＳＰＣとして主に利用されておりましたが、会社法施行後は、株式会社又は合同会社を利用するケ

ースが主流となっていくものと考えられております。 

⑥レントロール 

不動産賃貸借取引におけるテナントとの契約条件（テナント名、契約期間、賃料、敷金・保証金等）を記載した

一覧表をいいます。 

⑦有限責任中間法人 

社員に共通の利益を図ることを目的とし、かつ剰余金を社員に分配することを目的としない法人であって、中間

法人法により設立されたものを中間法人といい、社員が法人の債権者に対して責任を負わないものを有限責任中

間法人といいます。有限責任中間法人は基金（株式会社等における資本に相当）の拠出者と社員（株式会社等に

おける株主に相当）とが法的に切り離されており、資金提供者と議決権保有者を分離することが制度的に可能と

なっているため、不動産証券化・流動化スキームにおいて倒産隔離を図る目的でＳＰＣの親法人として利用され

ております。 



⑧受益者指図 

信託の受益者による受託者に対する信託財産の管理・運用・処分に関する指図をいいます。例えば、損害保険会

社への保険料支払指図やテナントとの賃貸借契約締結指図等があります。 

⑨プロパティマネジャー 

建物の保守・管理やテナントの管理等を行う不動産管理会社をいいます。 

⑩優先受益権 

信託収益及び元本について、予め信託契約において決められた一定の金額を劣後受益権者に優先して受領できる

権利をいいます。 

⑪劣後受益権 

信託財産から優先受益権者への支払を行った後の残額全てを収受できる権利をいいます。 

４【関係会社の状況】 

 該当事項はありません。 

５【従業員の状況】 

(1) 提出会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含むほか、常用パートを

含んでおります。）であり、臨時雇用者数（パートタイマー、人材会社からの派遣社員、季節工を含みま

す。）は、年間の平均人員を（ ）外数で記載しております。 

 ２．業容の拡大に伴う新規採用により、従業員数は前期末比３名増加しております。 

３．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 

(2) 労働組合の状況 

 労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

  平成18年３月31日現在

従業員数（人） 平均年齢（才） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円） 

９（－） 33.1 1.61 7,934,972 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1) 業績 

 当事業年度におけるわが国経済は、原油価格の高騰や一部の不安定な国際情勢はあったものの、好調な企業収益

と所得環境の改善を背景に、設備投資と個人消費を中心とした内需は底堅く推移し、景気は着実に回復基調を辿り

ました。 

 当社の主たる事業領域である不動産流動化・証券化市場におきましては、大都市圏において公示地価の上昇傾向

が強まり、また首都圏を中心に賃料が上昇基調に転じるなど、不動産市場が全般的に活況を呈しつつある中、不動

産投資信託（Ｊ－ＲＥＩＴ）銘柄の新規上場や不動産プライベートファンドの新規組成及び物件の組み入れなどが

活発に行われ、市場は拡大を続けました。 

 このような事業環境のもと、当社は地域特化型Ｊ－ＲＥＩＴの上場案件や関東・関西・九州圏における開発型案

件等の大型案件のほか、首都圏の物件を中心に小型案件のアレンジにも取り組みました。 

 以上の結果、当事業年度の営業収益は527,678千円（前年同期比6.3％増）、経常利益は281,239千円（同16.4％

増）、当期純利益は169,708千円（同14.3％増）となりました。 

(2) キャッシュ・フロー 

 当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、税引前当期純利益が283,739千

円（前年同期比13.4％増）と増加したこと及び公募増資等による資金調達を行ったこと等により、前事業年度末に

比べ744,820千円増加し、1,138,811千円（同189.0％増）となりました。 

 また当事業年度中における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当事業年度において営業活動の結果得られた資金は227,963千円（同69.3％増）となりました。これは主に案件

の大型化に伴う営業収益の増加等により税引前当期純利益が増加したこと、また、法人税等の支払額が減少したこ

とによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当事業年度において投資活動の結果得られた資金は9,704千円（前年同期は8,000千円の支出）となりました。こ

れは主に貸付金の回収による収入が7,500千円及び有限責任中間法人に対する拠出金の回収による収入が3,143千円

あったことによるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当事業年度において財務活動の結果得られた資金は507,152千円（前年同期の財務活動はなし。）となりまし

た。これは公募増資等の株式の発行による収入によるものであります。 



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

 当社は不動産流動化・証券化に係るアレンジャー業務を主体とする会社であり、生産活動を行っていないため、

該当事項はありません。 

(2) 受注状況 

 該当事項はありません。 

(3) 販売実績 

 当社では、アレンジャー業務はストラクチャリング業務とアドバイザリー業務の一連の業務から成るものである

ため、セグメント区分を行っておりませんが、当事業年度の営業収益におけるストラクチャリング業務収益、アド

バイザリー業務収益及びその他営業収益の内訳を示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

２．最近２事業年度の主要な販売先及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 

営業収益の内訳 
当事業年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

前年同期比（％） 

ストラクチャリング業務収益（千円） 474,335 108.1 

アドバイザリー業務収益（千円） 38,219 92.8 

その他営業収益（千円） 15,124 93.7 

合計（千円） 527,678 106.3 

相手先 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

㈱西日本シティ銀行 6,000 1.2 120,900 22.9 

㈱京橋プロジェクト － － 80,000 15.2 

㈱アーバン・アセットマネジメント 91,000 18.3 30,000 5.7 

福岡地所㈱ 60,400 12.2 2,000 0.4 

㈲ティーケービー 112,800 22.7 － － 



３【対処すべき課題】 

 不動産流動化・証券化市場は、不動産の金融商品化、不動産投資ファンドによる資金流入、企業の減損会計対応あ

るいはオフバランス経営への取り組み等を背景に、今後も引き続き拡大が見込まれます。市場の拡大とともに、新規

事業者の参入が増加すると考えられるほか、スキーム組成面では質よりも簡便性を重視した、より商品化された不動

産流動化スキームも一部には出てきております。 

 当社といたしましては、コア業務である不動産流動化・証券化アレンジャー業務の業務基盤の一層の強化を図りつ

つ、コア業務とシナジーが見込める新しい分野へと事業領域の拡大を進めていくことが重要であると認識しており、

このために対処すべき課題とその対処方針は次のとおりであります。 

  

(1) オリジネーション機能の強化 

 コア業務を拡充するためには、個別の案件組成ニーズを発掘しアレンジャー業務を受託するオリジネーション機

能を強化する必要があります。このために、営業担当者を配置し主に独立系の不動産ファンド会社等への営業活動

を行うほか、ファイナンシャルプランナー等との協業により顧客ネットワークの拡大に努めております。また、既

に当社は小口ノンリコース・ローンプログラムであるマルチアセットスキームを開発し提供しておりますが、特定

の企業グループに属さない中立的なアレンジャーとしての立場を生かし、地方銀行やノンバンクを含めた様々なロ

ーンレンダーとのタイアップによるノンリコース・ローンプログラムの構築に取り組んで参ります。これによりそ

れぞれのレンダーが持つ顧客基盤を有効に利用しながら、個別の案件組成ニーズを捕捉し、各レンダーとともに収

益獲得できる機会を拡大していくことを狙いとしています。 

  

(2) エグゼキューション機能の強化 

 より多数の案件を処理可能とするために、スキームを構築し実際に案件をクロージングさせるエグゼキューショ

ン機能を強化する必要があります。このために、金融・不動産分野の業務経験者を中心に中途採用による増員を図

るとともに、業務プロセスや実際の案件実行を通じて取得したスキーム構築・ドキュメンテーション等の業務ノウ

ハウを共有化し、会社全体としてのエグゼキューション機能を強化して参ります。 

  

(3) 事業領域の拡大 

 今後、当社は不動産流動化・証券化アレンジャー業務をコア業務としつつ、(ⅰ)コア業務とシナジーが見込める

分野であること、(ⅱ)当社に何らか優位性があり、また当社の独自性を打ち出せる分野であること、(ⅲ)顧客ニー

ズがある、あるいは顧客ニーズを創造できる分野であること、の３つを条件として、次のようなコア業務以外の分

野に事業基盤を拡大していく所存であります。 

①アレンジャー業務の周辺事業 

・金銭債権等の流動資産や知的財産権・コンテンツ資産、あるいは特定の事業そのもの等、不動産以外の財産を

引当てとしたファイナンス案件の組成に取り組みます。 

・個別の案件から派生的に生ずるＭ＆Ａ（企業の合併・買収）、事業再編・再生及び不良債権処理等の案件に係

るアドバイザリー業務に取り組みます。 

②新規事業 

・不動産信託業務への参入の可能性を検討して参ります。 



４【事業等のリスク】 

 本書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、当社の事業展開上のリスク要因となりうる事項及

び投資者の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる事項には、以下のようなものがあります。当社は、これらのリス

ク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針でありますが、当社の有価証券に

関する投資判断は、以下の記載事項及び本書中の本項以外の記載事項も併せて、慎重に検討した上で行われる必要が

あると考えております。 

 なお、以下の記載事項のうち将来に関する事項は、本書提出日現在において当社が判断したものであります。 

(1) 案件の受託について 

 当社における案件の受託は、既存顧客及び既存顧客からの顧客紹介によるものが中心となっております。これ

は、当社業務は専門性の高い業務であり顧客からの信頼を前提に成り立つ業務であるという認識のもと、当社から

一方的に不特定多数の顧客候補先に営業活動を行うのではなく、まずは顧客から受託した案件を確実に仕上げるこ

とで信頼を得、これを一度受託した顧客からの継続的な案件の受託ならびに既存顧客からの新たな顧客紹介に繋

げ、さらにマーケットにおける認知度及び信用力の向上と相俟って既存顧客からの紹介によらない新規顧客の獲得

へ繋げていくことが、当社の事業基盤拡充のためには重要であるとの判断に基づくものであります。 

 一方で当社では営業基盤の一層の拡充を企図して営業担当者を配置し、主として独立系の不動産ファンド会社等

をターゲットとして営業活動を行っております。 

 今後当社としましては、既存顧客及び既存顧客からの顧客紹介による案件の受託をベースとしつつ、営業担当者

を中心とした効率的な営業活動を通じ案件の受託を進めていく所存ですが、これらの方法が機能しなくなった場合

には、当社業績に影響が及ぶ可能性があります。 

(2) 取引先について 

 当社のストラクチャリング業務における取引先（営業収益の計上先）はスポンサー又はＳＰＣ（特別目的会社）

になります。ＳＰＣは、ある特定の不動産の流動化・証券化という目的のために設立された会社であるため、当社

の取引先がＳＰＣである場合には、当社の営業収益の計上先は原則として案件毎に異なることとなります。第４期

の営業収益の22.7%を占める有限会社ティーケービー及び第５期の営業収益の15.2％を占める株式会社京橋プロジ

ェクトはいずれもＳＰＣであり継続性がある取引先ではありません。 

 また、当社は第４期においては株式会社アーバン・アセットマネジメント及び福岡地所株式会社に対する営業収

益の計上額が合計151,400千円で全体の30.5％を占め、第５期においては株式会社西日本シティ銀行に対する営業

収益の計上額が120,900千円で全体の22.9％を占めております。 

 取引先との契約は、当社業務の性格上、個別案件毎の契約が基本となっており、当社が継続的に案件を受託する

ことが契約書上約束されている訳ではありません。従ってストラクチャリング業務においては継続的に新規案件の

獲得に努める必要があり、その動向によっては当社の業績に影響が及ぶ可能性があります。 

 なお、当社の代表取締役である佐藤明彦は、平成17年６月より株式会社アーバン・アセットマネジメントの社外

取締役を兼務しております。 

(3) 営業収益の構成について 

 当社の第４期及び第５期の各期における営業収益の構成は下表のとおりであり、ストラクチャリング業務の構成

割合が高くなっております。 

 これは、当社の事業特性上、ストラクチャリング業務の１案件から計上される営業収益がアドバイザリー業務や

その他営業収益の１案件から計上される営業収益よりも相対的に大きいためであります。従って、ストラクチャリ

ング業務収益の多寡により当社の業績が大きく変動する可能性があります。 

営業収益の内訳 
第４期 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

第５期 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

ストラクチャリング業務収益（千円） 438,950 474,335 

アドバイザリー業務収益（千円） 41,201 38,219 

その他営業収益（千円） 16,136 15,124 

合計（千円） 496,289 527,678 



(4) 経営成績の変動について 

 当社のストラクチャリング業務は、企業（法人）による不動産の売買、開発等に関するものが主体であり、かか

る取引は企業の決算対応との関連性が強くなっていることから、当社の収益計上時期は企業の決算時期により変動

する可能性があります。 

 また、当該業務は顧客を含め関係者の多い取引に係る業務であるため、クロージングの時期が当初の予定と必ず

しも一致しないことがあります。 

 当該業務の報酬の受領時期はクロージング時期であるため、クロージング時期の異動に伴い当社の報酬の受領時

期も異動することとなります。そのため、クロージングの時期が当初の予定と一致しない場合には、結果として一

定期間毎に区切ってみた場合の当社の経営成績に、期間毎の変動が生じる可能性があります。 

(5) 競合について 

 当社は特定の企業グループに属さない中立的な不動産流動化・証券化のアレンジャー業務を行う会社としての存

在意義と競争力を有しているものと認識しております。 

 しかしながら、同種の業務は大手銀行や証券会社のストラクチャード・ファイナンス部門、また金融又は不動産

をバックボーンとした独立系会社も行っていること、今後は新規参入者も想定されることから、案件受託の獲得競

争が激化した場合には当社の業績に影響が及ぶ可能性があります。 

(6) 金融技術の陳腐化について 

 当社は常に先端的な金融技術を保持し続ける努力を継続しておりますが、法務・会計・税務などの分野を包含す

る金融技術は日々発展していることから、当社がかかる金融技術の発展に遅れをとった場合には、当社の金融技術

は陳腐化し競争力を失う可能性があり、その結果、当社の業績に影響が及ぶ可能性があります。 

(7) 業暦が浅いことについて 

 当社は平成14年１月８日に設立されましたが、事業の開始は平成14年６月１日からであり、実質的な業暦は約４

年と浅く、期間業績の比較を行うための十分な実績数値が得られません。今後の当社の業績を見通すにおきまして

も、営業収益、利益率等過年度の実績数値だけでは判断材料として不十分な面があります。 

(8) 小規模組織であることについて 

 当社は本書提出日現在、取締役５名、監査役２名、従業員10名の小規模組織であり、内部管理体制についても組

織の規模に応じたものとなっております。当社は今後、業容の拡大に応じて人員の採用を行うとともに社内管理体

制の見直しを図っていく方針でありますが、適時・適切に体制構築が進まなかった場合には、当社の事業展開に影

響を及ぼす可能性があります。また、現状の人的資源に限りがある中、一人一人の役職員の能力に依存している面

があり、役職員に何らかの業務遂行上の支障が生じた場合、あるいは役職員が社外へ流出した場合には、当社業務

に支障を来たす虞があります。 

(9) 匿名組合出資について 

 当社はＳＰＣとの間で匿名組合契約を締結し匿名組合出資を行う場合があります。この匿名組合出資は、いわゆ

る投機を意図したものではなくＳＰＣが支払う建物消費税等の諸費用の立替金としての性格を帯びたもので、スキ

ームを維持していく上で必要不可欠なものであり、不動産流動化スキーム期間トータルで見れば当社の損益への影

響は原則としてありませんが、当社の期間損益に一定の影響を及ぼすものであります。 

(10) 代表取締役への依存について 

 当社の代表取締役である佐藤明彦は当社の創業者であり、当社の経営方針や事業戦略の立案ならびに決定、及び

事業の推進において重要な役割を果たすとともに、同氏の事業に係る経験、知識及び業界での人脈が当社経営に影

響を及ぼしております。 

 当社は事業の拡大とともに、同氏に過度に依存しない体制の構築を進めておりますが、何らかの事情により同氏

の業務執行が困難となった場合には、その後の当社の業績及び事業展開に影響を及ぼす可能性があります。 



(11) ストックオプションについて 

 当社は、当社の取締役及び従業員に対し、当社業績の向上に対する意欲や士気を高めることを目的として、旧商

法第280条ノ20及び第280条ノ21に基づき新株予約権（ストックオプション）を付与しております。平成18年５月31

日現在、新株予約権による潜在株式は395株であり、発行済株式総数15,700株の2.5％に相当しております。また、

会社法第236条、第238条及び第239条に基づき、当社の従業員に対しストックオプションとして発行する新株予約

権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき、平成18年６月28日開催の第５回定時株主総会において

承認を得ております。 

 当社は今後も役職員の士気を高め、また優秀な人材を獲得するためのインセンティブプランとして、新株予約権

を付与する可能性があり、新株予約権を付与した場合には当該新株予約権を費用計上する必要があるほか、将来的

にこれらの新株予約権が行使されれば、当社の１株当たりの株式価値が希薄化し株価形成に影響を及ぼす可能性が

あります。 

(12) 法的規制について 

 当社業務は何らか特定の法律の直接的な規制を受ける業務ではありませんが、不動産流動化・証券化ビジネスと

して広く捉えた場合、「証券取引法」「信託業法」「宅地建物取引業法」「不動産特定共同事業法」等の法律が関

係してくる場合があります。当社は、当社業務を取り巻く法的規制の状況と法的規制が当社業務に及ぼす影響につ

いては常に注意を払い、必要に応じて顧問弁護士等の意見を徴する等、法の趣旨に則した業務遂行に努めておりま

す。今後、これらの法律が改廃された場合や新たに制定される場合、又は外部環境の変化等に伴う現行法の解釈の

変化が生じた場合には、当社業務が影響を受ける可能性があります。 

(13) 不動産市況について 

 当社は主に不動産を対象資産とした流動化・証券化に係るアレンジャー業務を主たる業務としております。その

ため、不動産市況が悪化し不動産を対象資産とした流動化・証券化案件の受託が減少した場合には、当社業績に影

響が及ぶ可能性があります。 

(14) 税務・会計制度について 

 不動産流動化・証券化取引は、わが国では1990年代後半から本格的に始まった比較的新しい取引分野であり、取

引に係る税務・会計上の法規や基準等の制度が、細部に至るまで確立されておりません。当社は個別案件の取り組

みに際しては、取引に係る税務・会計上の処理及びスキームに及ぼす影響等について、税理士・公認会計士等の専

門家とともに慎重に検討・判断を行っております。今後、取引に係る税務・会計制度が新たに制定される場合や現

行法規等の解釈の変化が生じた場合には、当社業務が影響を受ける可能性があります。 

５【経営上の重要な契約等】 

 該当事項はありません。 

６【研究開発活動】 

 該当事項はありません。 



７【財政状態及び経営成績の分析】 

(1) 重要な会計方針及び見積り 

当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。当

社はこの財務諸表の作成に当たりまして、貸倒引当金や繰延税金資産の計上、投資その他の資産の評価及び偶発

債務の認識等に関して、過去の実績や取引の状況に照らし合理的と考えられる見積り及び判断を行っておりま

す。当該見積り及び判断について当社は継続的に評価を行っておりますが、実際の結果は見積り特有の不確実性

があるため、これらの見積りと異なる場合があります。 

(2) 財政状態の分析 

（流動資産） 

当事業年度末における流動資産の残高は1,150,386千円となり、前事業年度末比741,689千円の増加となりまし

た。流動資産の大半を占めているのは現金及び預金であり、当事業年度末における残高は1,138,811千円と、同

744,820千円の増加となりました。これは公募増資による資金調達及び営業収益の増加等に伴うものでありま

す。また、当事業年度末において繰延税金資産を6,475千円計上いたしました。これは主に未払事業税の税効果

相当額であります。 

（固定資産） 

当事業年度末における固定資産の残高は34,917千円となり、前事業年度末比26,461千円の減少となりました。固

定資産の大半を占める投資その他の資産の残高は32,887千円と、同27,323千円の減少となりました。その主な要

因は、投資有価証券の減少（29,215千円から5,000千円へ24,215千円減）及び拠出金の減少（13,500千円から

10,000千円へ3,500千円減）であります。 

（流動負債） 

当事業年度末における流動負債の残高は101,133千円となり、前事業年度末比17,719千円の増加となりました。

その主な要因は、未払消費税等は減少（23,466千円から3,320千円へ20,145千円減）したものの、未払法人税等

が増加（34,432千円から78,985千円へ44,553千円増）したためであります。 

（資本） 

当事業年度末における資本の残高は公募増資及び当期未処分利益の増加等に伴い1,084,170千円となり、前事業

年度末比697,508千円の増加となりました。 

(3) キャッシュ・フローの分析 

当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は1,138,811千円となり、前事業年

度末比744,820千円の増加となりました。これは、営業収益の増加等に伴い税引前当期純利益が283,739千円とな

ったものの法人税等の支払額が74,371千円となったことを主因に、営業活動の結果得られた資金が227,963千円

となったこと、また短期貸付金の回収及び有限責任中間法人に対する拠出金の回収等に伴い投資活動の結果得ら

れた資金が9,704千円となったこと、そして公募増資等に伴い財務活動の結果得られた資金が507,152千円となっ

たことによるものであります。 

(4) 経営成績の分析 

当事業年度における営業収益は527,678千円（前年同期比6.3％増）、営業費用は226,069千円（同11.2％減）と

なりました。営業収益の増加は取扱い案件金額の大型化に伴うものであります。また、営業費用の減少につきま

しては、前事業年度には大型案件に係る営業手数料の計上がありましたが、当事業年度においては当該要因がな

くなったことにより営業手数料が大幅に減少（65,648千円から4,686千円へ60,962千円減）したこと、及び匿名

組合出資損失が減少（27,460千円から512千円へ26,948千円減）したこと等がその主な要因であります。 

この結果、営業利益は301,609千円（同24.8％増）となり、ジャスダック上場に際しての公募増資に係る新株発

行費20,647千円を営業外費用に計上したこと等により、経常利益は281,239千円（同16.4％増）となり、当期純

利益は169,708千円（同14.3％増）となりました。 



第３【設備の状況】 

１【設備投資等の概要】 

 当事業年度において、重要な設備投資はありません。 

 また、重要な設備の除却、売却等もありません。 

２【主要な設備の状況】 

 当社では、業務に使用するコンピューター、コピー機などの事務用機器以外には特段の設備を必要といたしませ

ん。従いまして、当社において、主要な設備はありません。 

３【設備の新設、除却等の計画】 

 該当事項はありません。 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

 （注）平成18年６月28日開催の定時株主総会において定款の一部変更が行われ、会社が発行する株式の総数は同日より

10,000株増加し、60,000株となっております。 

②【発行済株式】 

 （注）「提出日現在発行数」欄には、平成18年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の権利行使に

より発行された株式数は含まれておりません。 

(2）【新株予約権等の状況】 

 旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

① 平成15年５月８日臨時株主総会決議（平成16年４月27日取締役会決議） 

 （注）１．退職により権利を喪失した者に係る新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を減じた数であり

ます。 

２．新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式に

より払込金額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げます。 

種類 会社が発行する株式の総数（株） 

普通株式 50,000 

計 50,000 

種類 
事業年度末現在発行数（株） 
（平成18年３月31日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成18年６月29日） 

上場証券取引所名又は登
録証券業協会名 

内容 

普通株式 15,700 15,700 ジャスダック証券取引所 

権利内容に

何ら限定の

ない当社に

おける標準

となる株式 

計 15,700 15,700 － － 

区分 
事業年度末現在 

（平成18年３月31日） 
提出日の前月末現在 
（平成18年５月31日） 

新株予約権の数（個） 60（注）１ 同左 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 

300 

（注）１  

（注）５  

  

同左 

  

新株予約権の行使時の払込金額（円） 10,000（注）５ 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成18年５月１日 

至 平成24年５月８日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格   10,000 

資本組入額  5,000 

（注）５ 

  

同左 

  

新株予約権の行使の条件 （注）３ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）４ 同左 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 
１ 

分割・併合の比率 



また、新株予約権発行後、払込金額を下回る払込金額で新株式を発行する場合には、次の算式により払込金

額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げます。 

３．新株予約権の行使の条件 

①新株予約権の割当てを受けた者（以下「対象者」という。）は、新株予約権の行使時において、当社の取

締役及び従業員でなければならない。 

②その他の行使の条件は、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。 

４．新株予約権の譲渡に関する事項 

①対象者は、新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分をすることができないものとする。 

②対象者が死亡した場合、その相続人は、新株予約権を行使することができないものとする。 

５．平成17年８月11日開催の取締役会決議により、平成17年８月29日付で１株を５株とする株式分割を行ってお

ります。これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行

使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額の調整を行っております。 

調整後払込金額 ＝ 
既発行株式数×調整前払込金額＋新規発行株式数×１株当たり払込金額 

既発行株式数＋新規発行株式数 



② 平成17年７月29日臨時株主総会決議（平成17年７月29日取締役会決議） 

 （注）１．退職により権利を喪失した者に係る新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を減じた数であり

ます。 

２．新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式に

より払込金額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げます。 

また、新株予約権発行後、払込金額を下回る払込金額で新株式を発行する場合には、次の算式により払込金

額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げます。 

３．新株予約権の行使の条件 

①新株予約権の割当てを受けた者（以下「対象者」という。）は、新株予約権の行使時において、当社の取

締役及び従業員でなければならない。 

②その他の行使の条件は、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。 

４．新株予約権の譲渡に関する事項 

①対象者は、新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分をすることができないものとする。 

②対象者が死亡した場合、その相続人は、新株予約権を行使することができないものとする。 

５．平成17年８月11日開催の取締役会決議により、平成17年８月29日付で１株を５株とする株式分割を行ってお

ります。これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行

使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額の調整を行っております。 

区分 
事業年度末現在 

（平成18年３月31日） 
提出日の前月末現在 
（平成18年５月31日） 

新株予約権の数（個）  21（注）１ 19（注）１ 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 

105 

（注）１ 

（注）５ 

95  

（注）１ 

（注）５ 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 30,000（注）５ 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成19年７月30日 

至 平成26年７月29日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格  30,000 

資本組入額 15,000 

（注）５ 

  

同左 

  

新株予約権の行使の条件 （注）３ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）４ 同左 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 
１ 

分割・併合の比率 

調整後払込金額 ＝ 
既発行株式数×調整前払込金額＋新規発行株式数×１株当たり払込金額 

既発行株式数＋新規発行株式数 



(3）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

 （注）１．会社設立  発行価格  50,000円 

       資本組入額 50,000円 

２．第三者割当 発行価格  50,000円 

        資本組入額 50,000円 

  主な割当先 当社役職員、東京中小企業投資育成㈱、他11社名 

３．第三者割当 発行価格  50,000円 

        資本組入額 25,000円 

  主な割当先 当社役職員８名 

４．株式分割（１：５）によるものであります。 

５．有償一般募集（ブックビルディング方式による募集） 

発行価格  280,000円 

引受価額  260,400円 

資本組入額 97,750円 

払込金総額 520,800千円 

６．新株予約権の行使による増加であります。 

(4）【所有者別状況】 

年月日 
発行済株式総
数増減数（株)

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（千円） 

資本金残高
（千円） 

資本準備金増
減額（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

平成14年１月８日 

（注）１ 
200 200 10,000 10,000 － － 

平成14年７月13日 

（注）２ 
1,700 1,900 85,000 95,000 － － 

平成16年３月19日 

（注）３ 
700 2,600 17,500 112,500 17,500 17,500 

平成17年８月29日 

（注）４ 
10,400 13,000 － 112,500 － 17,500 

平成18年２月10日 

（注）５ 
2,000 15,000 195,500 308,000 325,300 342,800 

平成17年４月１日～ 

平成18年３月31日 

（注）６ 

700 15,700 3,500 311,500 3,500 346,300 

  平成18年３月31日現在

区分 

株式の状況 

端株の状況 
（株） 政府及び地

方公共団体 
金融機関 証券会社 

その他の法
人 

外国法人等 
個人その他 計 

個人以外 個人 

株主数（人） － 5 9 20 2 1 1,371 1,408 － 

所有株式数

（株） 
－ 669 546 2,142 4 2 12,337 15,700 － 

所有株式数の

割合（％） 
－ 4.3 3.5 13.6 0.0 0.0 78.6 100 － 



(5）【大株主の状況】 

(6）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

②【自己株式等】 

  平成18年３月31日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

 佐藤 明彦  東京都世田谷区 4,300 27.39

 新留 幸二  東京都杉並区 1,800 11.46 

 芦田  充  東京都目黒区 1,000 6.37 

 東京中小企業投資育成株式会社  東京都渋谷区渋谷３－29－22 1,000 6.37 

 アセット・マネジャーズ株式会社  東京都千代田区内幸町１－１－１ 1,000 6.37 

 松浦 一博  神奈川県横浜市保土ヶ谷区 625 3.98 

 伊藤  毅  東京都目黒区 600 3.82 

 松井証券株式会社（一般信用口）  東京都千代田区麹町１－４ 339 2.16 

 日本トラスティ・サービス 

 信託銀行株式会社（信託口） 
 東京都中央区晴海１－８－11 316 2.01 

 南川 佳香  東京都文京区 260 1.66 

計 － 11,240 71.59 

  平成18年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） － － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 15,700 15,700 

権利内容に何ら限定

のない当社における

標準となる株式 

端株 － － － 

発行済株式総数 15,700 － － 

総株主の議決権 － 15,700 － 

  平成18年３月31日現在

所有者の氏名又
は名称 

所有者の住所 
自己名義所有株
式数（株） 

他人名義所有株
式数（株） 

所有株式数の合
計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

－ － － － － － 

計 － － － － － 



(7）【ストックオプション制度の内容】 

 当社は、ストックオプション制度を採用しております。 

  当該制度は、旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、当社の取締役及び従業員に対し新株予約権

を付与することを、平成15年５月８日及び平成17年７月29日開催の臨時株主総会において特別決議されたもの、

ならびに会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の従業員に対し新株予約権を付与すること

を、平成18年６月28日開催の定時株主総会において特別決議されたものであります。 

 当該制度の内容は、以下のとおりであります。 

 （注）１．付与対象者の人数は、退職により権利を喪失した者を減じた人数であります。 

 ２．新株予約権の行使時の払込金額（以下「行使価額」という。）は、新株予約権を割り当てる日（以下「割当

日」という。）の属する月の前月の各日（取引が成立しない日を除く。）のジャスダック証券取引所におけ

る当社普通株式の終値（以下「終値」という。）の平均値に1.2を乗じた金額（１円未満の端数は切り上

げ）とする。ただし、当該金額が割当日の前日の終値（当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終

値）を下回る場合は、割当日の前日の終値とする。 

 なお、割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割（株式無償割当てを含む。）又は株式併合を行う場合

には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

 また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う

場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

 ３．平成21年６月29日から平成27年６月28日までの範囲内で、取締役会において決定するものとする。 

 ４．新株予約権の行使の条件 

①新株予約権の割当てを受けた者（以下「対象者」という。）は、権利行使時においても、当社又は当社の

子会社もしくは関係会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第８条第８項に定める「関

係会社」をいう。）の従業員又は取締役であることを要するものとする。 

②その他の行使の条件は、当社取締役会の決議により募集事項の決定の際に決定し、当社と対象者との間で

締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。 

５．新株予約権の譲渡に関する事項 

 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 

決議年月日 平成15年５月８日 平成17年７月29日 平成18年６月28日 

付与対象者の区分及び人数

（名） 

当社取締役 ３名 

当社従業員 ２名 

当社取締役 ２名 

当社従業員 ５名 

当社従業員 

（人数未定） 

新株予約権の目的となる株

式の種類 

「(2）新株予約権等の

状況」に記載しており

ます。 

「(2）新株予約権等の

状況」に記載しており

ます。 

普通株式 

株式の数（株） 同上 同上 100株を上限とする。 

新株予約権の行使時の払込

金額（円） 
同上 同上 （注）２ 

新株予約権の行使期間 同上 同上 （注）３ 

新株予約権の行使の条件 同上 同上 （注）４ 

新株予約権の譲渡に関する

事項 
同上 同上 （注）５ 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
１ 

分割・併合の比率 

    
既発行株式数 ＋ 

新規発行株式数 × １株当たり払込金額 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
時価 

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数 



２【自己株式の取得等の状況】 

(1）【定時総会決議又は取締役会決議による自己株式の買受け等の状況】 

①【前決議期間における自己株式の取得等の状況】 

 該当事項はありません。 

②【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況】 

 該当事項はありません。 

(2）【資本減少、定款の定めによる利益による消却又は償還株式の消却に係る自己株式の買受け等の状況】 

①【前決議期間における自己株式の買受け等の状況】 

 該当事項はありません。 

②【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況等】 

 該当事項はありません。 

３【配当政策】 

 当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題と認識しており、事業基盤の強化と事業展開に必要な内部留保の

充実を考慮しつつ、利益の成長に応じた利益還元を行うことを基本方針としております。 

 配当につきましては、財務状況及び業績等を総合的に勘案しつつ株主資本配当率を参照指標として安定的に行って

いく方針であり、当期につきましては１株当たり3,000円の期末配当を実施することを決定いたしました。今後も各

期の業績及び中長期的な業績の見通しを踏まえ、総合的な見地から株主への利益還元策を検討していく所存でありま

す。 

４【株価の推移】 

(1）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

 （注）最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。 

なお、平成18年２月10日付をもって同取引所に株式を上場いたしましたので、それ以前の株価については該当事

項はありません。 

(2）【最近６月間の月別最高・最低株価】 

 （注）最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。 

なお、平成18年２月10日付をもって同取引所に株式を上場いたしましたので、それ以前の株価については該当事

項はありません。 

  

回次 第１期 第２期 第３期 第４期 第５期 

決算年月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 

最高（円） － － － － 1,590,000 

最低（円） － － － － 780,000 

月別 平成17年10月 11月 12月 平成18年１月 ２月 ３月 

最高（円） － － － － 1,590,000 1,180,000 

最低（円） － － － － 780,000 802,000 



５【役員の状況】 

（注）１．取締役堀内 勉は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。 

２．監査役金沢 修及び西 久男は、会社法第２条第16号に定める社外監査役の要件を満たしております。 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 
（株） 

取締役社長 

(代表取締役) 
  佐藤 明彦 昭和34年12月５日生 

昭和59年４月 株式会社日本興業銀行入社 

平成13年９月 株式会社アーバンコーポレイション入社 

平成13年10月 アセット・マネジャーズ株式会社取締役

（非常勤）就任 

平成14年１月 当社設立 

 当社代表取締役就任（現任） 

平成17年６月 株式会社アーバン・アセットマネジメン

ト社外取締役就任（現任） 

4,300 

取締役 
ミドル機能担

当 
新留 幸二 昭和38年４月29日生 

昭和63年４月 株式会社日本興業銀行入社 

平成14年６月 当社取締役就任（現任） 
1,800 

取締役 

サポート機能

／マネジメン

ト機能担当 

松浦 一博 昭和45年１月９日生 
平成４年４月 株式会社日本興業銀行入社 

平成14年６月 当社取締役就任（現任） 
625 

取締役 
フロント機能

担当 
伊藤 毅 昭和50年１月22日生 

平成９年４月 株式会社日本興業銀行入社 

平成14年６月 当社入社 

平成18年６月 当社取締役就任（現任） 

600 

取締役   堀内 勉 昭和35年５月19日生 

昭和59年４月 株式会社日本興業銀行入社 

平成10年４月 ゴールドマン・サックス証券会社入社 

平成11年10月 森ビル株式会社入社 

平成14年１月 森ビル・アーバンファンド株式会社（現

森ビル・インベストメントマネジメント

株式会社）取締役就任 

平成16年３月 同社常務取締役就任 

平成17年３月 同社代表取締役社長就任（現任） 

平成18年２月 森ヒルズリート投資法人執行役員就任

（現任） 

平成18年６月 当社社外取締役就任（現任） 

－ 

常勤監査役   金沢 修 昭和23年５月２日生 

昭和46年４月 鹿島建設株式会社入社 

平成９年４月 公認会計士登録 

平成11年５月 税理士登録 

平成11年６月 鹿島リース株式会社取締役経理部長 

平成14年９月 鹿島建設株式会社、鹿島リース株式会社

退職 

平成15年６月 当社監査役就任（現任） 

－ 

監査役   西 久男 昭和26年11月29日生 

昭和50年４月 株式会社日本長期信用銀行入社 

平成10年11月 東京中小企業投資育成株式会社入社 

平成14年10月 同社業務第七部長 

平成17年６月 当社監査役就任（現任） 

平成17年７月 同社業務第三部長（現任） 

－ 

        計 7,325 



６【コーポレート・ガバナンスの状況】 

(1) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

   当社は、業容ならびに組織の規模に見合ったコーポレート・ガバナンスの充実を、重要な経営課題のひとつと

認識しており、経営の健全性及び透明性を維持しつつ迅速な意思決定の実現に努めております。 

(2) 会社の機関の内容及び内部統制の仕組み 

①会社の機関の内容 

・当社は監査役制度を採用しており、監査役は常勤１名、非常勤１名の計２名であります。 

・経営上の重要事項の意思決定機関である取締役会は、定時取締役会が月１回、臨時取締役会は必要に応じて

随時開催されております。定時取締役会及び臨時取締役会には監査役も出席し、経営に対する助言、提言を

行うとともに、取締役の業務執行に対する監督機能を果たしております。また、監査役は、策定した監査方

針及び監査計画に基づき、重要書類の閲覧ならびに会計帳簿の調査等を行っております。 

②内部統制の仕組み 

◆経営管理体制 

・当社は業務規程に基づき、会社として遂行されるべき業務を複数の機能及び個別業務に区分し、各機能に担

当取締役を配置し各個別業務を所定の役職員が分担して担うとともに社内規程等の遵守を徹底することで、

権限分離と内部牽制を図っております。また、個別業務に係る重要な項目についての意思決定ならびに当該

個別業務の遂行は、担当取締役及び代表取締役の管理監督のもとに行われ、業務執行プロセスの適正性は担

当取締役及び代表取締役により確認されております。 

◆内部監査 

・当社は従業員数10名（本書提出日現在）の少数組織であることに鑑み、内部監査を担当する独立した部署や

担当者は置かず、代表取締役が指名する通常業務遂行者１名に内部監査業務を兼務させ、当該担当者による

内部監査を実施しております。 

・当社の内部監査は、年間の内部監査計画に基づき、サンプル調査の手法により抽出した案件・取引の事務処

理、会計処理の適正性及び規則準拠性を主な監査対象としており、内部チェックとしての機能を重視してお

ります。 

・なお、内部監査担当者が通常業務も兼務していることから、当該担当者が担当した案件・取引については、

自己監査とならぬよう内部監査の対象とはせず、代表取締役及び担当取締役がチェックを行うことで、業務

処理の適正性を確認しております。 

・また、監査役と監査法人及び内部監査担当者との緊密な連携により、内部統制の充実を図っております。 

・内部統制の仕組みにつきましては、今後の業容ならびに組織の拡大に合わせて、規模に見合った体制を適時

に整備していく方針であります。 



③社外取締役及び社外監査役との関係 

   ・当社は経営管理体制の一層の強化を図るため、平成18年６月28日開催の定時株主総会において、堀内勉を社

外取締役として選任いたしました。当社と同氏の間に人的・資本的関係はありませんが、同氏は森ビル・イ

ンベストメントマネジメント株式会社の代表取締役社長を兼務しており、当社は同社との間にアドバイザリ

ー業務の取引関係を有しております。 

・当社の監査役は全員、会社法第２条第16号に定める社外監査役の要件を満たしております。いずれも当社と

の間に特段の利害関係は有しておらず、客観的な立場で監督機関として機能しております。 

④弁護士及び監査法人の状況 

・当社は業務運営上、高度な法的判断を要する事項及びコンプライアンスに関する事項については、必要に応

じて顧問弁護士の助言を受け検討及び判断を行っております。 

・当社は監査法人トーマツと監査契約を締結し会計監査を受けるとともに、会計に関する重要な課題について

適宜助言を受け検討及び判断を行っております。当期において業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務

に係る補助者の構成は以下のとおりであります。 

監査業務を執行した公認会計士の氏名 

監査法人トーマツ 

指定社員 業務執行社員 松野 雄一郎 

指定社員 業務執行社員 猪瀬 忠彦 

監査業務に係る補助者の構成 

公認会計士３名 会計士補３名 

(3) 役員報酬及び監査報酬 

当事業年度における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬ならびに監査法人トーマツに対する報酬の内容

は以下のとおりであります。なお、監査役１名は無報酬であります。 

役員報酬 取締役に支払った報酬                30,000千円 

（うち社外の取締役                   －千円） 

監査役に支払った報酬                 2,400千円 

（うち社外の監査役                  2,400千円） 

監査報酬 公認会計士法第２条第１項に規定する業務に基づく報酬  9,500千円 

その他の報酬                     4,000千円 



第５【経理の状況】 

１．財務諸表の作成方法について 

 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 ただし、前事業年度（平成16年４月１日から平成17年３月31日まで）については、「財務諸表等の用語、様式及び

作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日内閣府令第５号）附則第２項のただし書き

により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前事業年度（平成16年４月１日から平成17年３月31日まで）及

び当事業年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで）の財務諸表について、監査法人トーマツにより監査を

受けております。 

 なお、前事業年度に係る監査報告書は、平成18年１月11日提出の有価証券届出書に添付されたものによっておりま

す。 

３．連結財務諸表について 

 当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。 



【財務諸表等】 

(1）【財務諸表】 

①【貸借対照表】 

    
前事業年度 

（平成17年３月31日） 
当事業年度 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金  393,991 1,138,811 

２．営業未収金  5,872 3,407 

３．前払費用  1,368 1,692 

４．繰延税金資産  2,464 6,475 

５．短期貸付金  5,000 － 

流動資産合計  408,697 86.9 1,150,386 97.1

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産    

(1)建物  553 1,137   

減価償却累計額  129 424 267 870 

(2)工具器具備品  1,179 1,469   

減価償却累計額  524 654 725 743 

有形固定資産合計  1,079 0.3 1,614 0.1

２．無形固定資産    

(1)電話加入権  88 88 

(2)ソフトウェア  － 326 

無形固定資産合計  88 0.0 415 0.0

３．投資その他の資産    

(1)投資有価証券  29,215 5,000 

(2)拠出金  13,500 10,000 

(3)繰延税金資産  4,681 4,877 

(4)差入保証金  13,814 13,509 

貸倒引当金  △1,000 △500 

投資その他の資産合計  60,210 12.8 32,887 2.8

固定資産合計  61,378 13.1 34,917 2.9

資産合計  470,076 100.0 1,185,303 100.0 

     
 



    
前事業年度 

（平成17年３月31日） 
当事業年度 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

１．営業未払金 7,337 1,041 

２．未払金 7,503 8,872 

３．未払法人税等 34,432 78,985 

４．未払消費税等 23,466 3,320 

５．預り金 10,673 8,913 

流動負債合計 83,413 17.7 101,133 8.5

負債合計 83,413 17.7 101,133 8.5

    

（資本の部）   

Ⅰ 資本金 ※ 112,500 24.0 311,500 26.3

Ⅱ 資本剰余金   

１．資本準備金 17,500 346,300   

資本剰余金合計 17,500 3.7 346,300 29.2

Ⅲ 利益剰余金   

１．当期未処分利益 256,662 426,370   

利益剰余金合計 256,662 54.6 426,370 36.0

資本合計 386,662 82.3 1,084,170 91.5

負債・資本合計 470,076 100.0 1,185,303 100.0 

    



②【損益計算書】 

    
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 営業収益               

１．業務収益   480,152     512,554     

２．その他営業収益   16,136 496,289 100.0 15,124 527,678 100.0 

Ⅱ 営業費用               

１．匿名組合出資損失   27,460     512     

２．販売費及び一般管理費               

(1)営業手数料   65,648     4,686     

(2)役員報酬   34,290     32,400     

(3)給料手当   49,632     68,585     

(4)賞与   30,050     23,795     

(5)法定福利費   8,471     10,630     

(6)減価償却費   337     381     

(7)地代家賃   15,642     15,363     

(8)支払手数料   11,351     38,884     

(9)外注費   －     13,005     

(10)その他   11,810     17,824     

 合計   227,234 254,695 51.3 225,556 226,069 42.8 

営業利益     241,593 48.7   301,609 57.2 

Ⅲ 営業外収益               

１．受取利息   3     8     

２．受取配当金   －     125     

３．貸倒引当金戻入益   －     143     

４．雑収入   0 4 0.0 0 277 0.0 

Ⅳ 営業外費用               

１．新株発行費   － － － 20,647 20,647 3.9 

経常利益     241,598 48.7   281,239 53.3 

Ⅴ 特別利益               

１．債権譲渡益   －     2,500     

２．受取損害賠償金   8,623 8,623 1.7 － 2,500 0.5 

税引前当期純利益     250,221 50.4   283,739 53.8 

法人税、住民税及び事
業税 

  83,094     118,238     

法人税等調整額   18,652 101,747 20.5 △4,207 114,031 21.6 

当期純利益     148,474 29.9   169,708 32.2 

前期繰越利益     108,187     256,662   

当期未処分利益     256,662     426,370   



③【キャッシュ・フロー計算書】 

  
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

   

税引前当期純利益  250,221 283,739 

減価償却費  337 381 

債権譲渡益  － △2,500 

貸倒引当金の減少額  － △143 

受取利息及び受取配当
金 

 △3 △133 

新株発行費  － 20,647 

営業債権の増減額 
（△は増加額） 

 △1,804 2,464 

営業債務の増減額 
（△は減少額） 

 △1,044 △6,296 

未払金の増減額 
（△は減少額） 

 △23,393 1,368 

未払消費税等の増減額 
（△は減少額） 

 23,466 △20,145 

匿名組合出資金の増減
額 
（△は増加額） 

 22,566 24,215 

その他  7,050 △1,397 

小計  277,396 302,201 

利息及び配当金の受取
額 

 3 133 

法人税等の支払額  △142,742 △74,371 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 134,657 227,963 

 



  
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

   

有形固定資産の取得に
よる支出 

 － △874 

無形固定資産の取得に
よる支出 

 － △370 

投資有価証券の取得に
よる支出 

 △5,000 － 

拠出金の支払による支
出 

 △3,000 － 

拠出金の回収による収
入 

 － 3,143 

貸付金の回収による収
入 

 － 7,500 

差入保証金の返還によ
る収入 

 － 304 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △8,000 9,704 

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

   

株式の発行による収入  － 507,152 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 － 507,152 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係
る換算差額 

 － － 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増
加額 

 126,657 744,820 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期
首残高 

 267,333 393,991 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期
末残高 

※ 393,991 1,138,811 

     



④【利益処分計算書】 

   
前事業年度 

（株主総会承認日 
平成17年６月28日） 

当事業年度 
（株主総会承認日 
平成18年６月28日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 当期未処分利益  256,662   426,370

Ⅱ 利益処分額      

 １．配当金  － － 47,100 47,100

Ⅲ 次期繰越利益  256,662   379,270

     



重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

  

その他有価証券 

時価のないもの 

 移動平均法による原価法を採用して

おります。 

 ただし匿名組合出資金につきまして

は、匿名組合への出資時に「投資有価

証券」を計上し、匿名組合が獲得した

純損益の持分相当額については、「営

業収益」又は「営業費用」に計上する

とともに同額を「投資有価証券」に加

減し、営業者からの出資金の払い戻し

については「投資有価証券」を減額さ

せております。 

その他有価証券 

時価のないもの 

同左 

２．固定資産の減価償却の方

法 

(1)有形固定資産 (1)有形固定資産 

 定率法 

 なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

建物     15年 

工具器具備品 ６～８年 

 定率法 

 なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

建物     ６～15年 

工具器具備品 ６～８年 

 

(2)        － 

  

  

  

(2)無形固定資産  

  定額法 

  なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期間

（５年以内）に基づいております。 

３．繰延資産の処理方法 

  

－ 

  

新株発行費 

 支出時に全額費用として処理してお

ります。  

（追加情報） 

 当社の平成18年２月10日の公募増資

による新株発行（2,000株）は、引受証

券会社は引受価額で引受を行い、これ

を引受価額と異なる発行価格で一般投

資家に販売する、いわゆる「スプレッ

ド方式」の売買引受契約によっており

ます。  

 「スプレッド方式」では発行価格と

引受価額との差額が事実上の引受手数

料となりますので、引受証券会社に対

する引受手数料の支払はありません。 

 このため、引受証券会社に対して引

受手数料を支払う方式によった場合に

比べ、新株発行費の額と資本金及び資

本剰余金合計額はそれぞれ39,200千円

少なく、経常利益及び税引前当期純利

益は同額多く計上されております。 

 



項目 
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

４．引当金の計上基準 

  

貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率

法、貸倒懸念債権及び破産更生債権等

については財務内容評価法によって算

出した額を計上しております。 

貸倒引当金 

同左 

５．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。 

同左 

６．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わない

取得日から３か月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっております。 

同左 

７．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 



会計処理方法の変更 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

－ 

  

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当事業年度より、「固定資産の減損に係る会計基準」

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会 平成14年８月９日））及び「固

定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第６号 平成15年10月31日）を適用しており

ます。これによる損益に与える影響はありません。  



表示方法の変更 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（貸借対照表） 

 「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16年法

律第97号）により、証券取引法第２条第２項において、

一定の匿名組合契約上の権利を証券取引法上の有価証券

とみなすこととされたことに伴い、前事業年度まで「匿

名組合出資金」として表示していたみなし有価証券（前

事業年度46,781千円）を当事業年度より投資その他の資

産「投資有価証券」として表示しております。この変更

により、投資有価証券は24,215千円増加しております。 

－ 

  



注記事項 

（貸借対照表関係） 

（キャッシュ・フロー計算書関係） 

前事業年度 
（平成17年３月31日） 

当事業年度 
（平成18年３月31日） 

※授権株式数及び発行済株式総数 ※授権株式数及び発行済株式総数 

授権株式数 普通株式 10,000株

発行済株式総数 普通株式 2,600株

授権株式数 普通株式 50,000株

発行済株式総数 普通株式 15,700株

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係 

※現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係 

（平成17年３月31日現在） （平成18年３月31日現在） 

（千円） （千円） 

現金及び預金勘定 393,991

現金及び現金同等物 393,991

現金及び預金勘定 1,138,811 

現金及び現金同等物 1,138,811 



（リース取引関係） 

（有価証券関係） 

時価評価されていない主な有価証券の内容 

（デリバティブ取引関係） 

前事業年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

 当社はデリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

当事業年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

 当社はデリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

（退職給付関係） 

前事業年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

 当社は退職給付制度がないため、該当事項はありません。 

当事業年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

 当社は退職給付制度がないため、該当事項はありません。 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

当社のリース物件は、事業内容に照らして重要性が乏

しく、契約一件当たりの金額が少額であるため、財務

諸表等規則第８条の６第６項の規定により、記載を省

略しております。 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

同左 

  前事業年度（平成17年３月31日） 当事業年度（平成18年３月31日） 

  貸借対照表計上額（千円） 貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券     

 匿名組合出資金 24,215 － 

 非上場株式 5,000 5,000 



（税効果会計関係） 

（持分法損益等） 

前事業年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

 該当事項はありません。 

当事業年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

 該当事項はありません。 

前事業年度 
（平成17年３月31日） 

当事業年度 
（平成18年３月31日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

（千円） （千円） 

繰延税金資産  

（流動資産）  

未払事業税否認 2,430

その他 34

繰延税金資産（流動）計 2,464

（固定資産）  

匿名組合出資損失否認 4,239

その他 441

繰延税金資産（固定）計 4,681

繰延税金資産  

（流動資産）  

未払事業税否認 6,441

その他 34

繰延税金資産（流動）計 6,475

（固定資産）  

ソフトウェア 4,674

その他 203

繰延税金資産（固定）計 4,877

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担 

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳 

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間の差異が法定実効税率の100分の５以下である

ため注記を省略しております。 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担 

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳 

同左 



【関連当事者との取引】 

前事業年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

役員及び個人主要株主等 

 取引条件及び取引条件の決定方針等 

 （注）当社がリース物件の借受けに対して、債務保証を受けているものであります。なお、保証料の支払は行っており

ません。 

当事業年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

 重要性がないため記載を省略しております。 

属性 氏名 住所 
資本金又
は出資金 
(千円) 

事業の内容
又は職業 

議決権等
の被所有
割合 
（％） 

関係内容 
取引の内
容 

取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高 
(千円) 役員の

兼任等 
事業上
の関係 

役員 佐藤明彦 － － 
代表取締役

社長 

直接

30.76 
－ － 

当社リー

ス債務に

対する債

務被保証

（注） 

2,376 － － 

役員 新留幸二 － － 当社取締役 
直接

12.69 
－ － 

当社リー

ス債務に

対する債

務被保証

（注） 

126 － － 



（１株当たり情報） 

 （注）１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非上場

であり、かつ店頭登録もしていないため、期中平均株価

が把握できませんので、記載しておりません。 

１株当たり純資産額 148,716円35銭 

１株当たり当期純利益 57,105円63銭 

１株当たり純資産額 69,055円45銭 

１株当たり当期純利益 12,767円50銭 

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益  
 11,907円46銭 

   当社は、平成17年８月29日付で株式１株につき５株の

株式分割を行っております。 

 なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場

合の前事業年度における１株当たり情報については、以

下のとおりとなります。 

  １株当たり純資産額 29,743円27銭 

１株当たり当期純利益 11,421円12銭 

  
前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり当期純利益     

当期純利益（千円）  148,474 169,708 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る当期純利益（千円） 148,474 169,708 

期中平均株式数（株） 2,600 13,292 

      

潜在株式調整後１株当たり当期純利益      

当期純利益調整額（千円）  － － 

普通株式増加数（株）  － 960 

 （うち新株予約権に係る増加数）  (－) (960) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

新株予約権（新株予約権の数210

個）。新株予約権の内容について

は、「第４ 提出会社の状況」の

「１ 株式等の状況」のうち、

「(2)新株予約権等の状況」に記載

しております。 

－ 



（重要な後発事象） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 平成17年７月29日開催の臨時株主総会及び同日開催の

取締役会決議に基づき、同日付で当社取締役及び従業員

に対して、商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基

づき新株予約権の付与（ストックオプション）を行いま

した。その概要は以下のとおりであります。 

(1) 発行株式数  普通株式 23株 

(2) 発行価格   １株につき150,000円 

(3) 発行総額   3,450千円 

(4) 付与対象者  当社取締役２名及び従業員７名 

(5) 権利行使期間 平成19年７月30日から 

平成26年７月29日まで 

－ 

  

 平成17年８月11日開催の当社取締役会の決議に基づ

き、次のように株式分割による新株式を発行しておりま

す。 

１．平成17年８月29日付をもって普通株式１株につき５

株に分割します。 

(1）分割により増加する株式数 

普通株式 10,400株 

－ 

  

  

  

(2）分割方法 

 平成17年８月29日最終の株主名簿に記載された

株主の所有株式数を、１株につき５株の割合をも

って分割します。 

  

  

２．配当起算日 

平成17年４月１日 

 当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前

期における１株当たり情報及び当期首に行われたと仮定

した場合の当期における１株当たり情報は、それぞれ以

下のとおりとなります。 

  

  

  

前事業年度 当事業年度 

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額 

18,322円14銭 29,743円27銭 

１株当たり当期純利益 １株当たり当期純利益 

8,819円20銭 11,421円12銭 

 なお、潜在株式調整後
１株当たり当期純利益に
ついては、新株予約権の
残高はありますが、当社
株式は非上場であり、か
つ店頭登録もしていない
ため、期中平均株価が把
握できませんので、記載
しておりません。 

同左 

 



⑤【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【株式】 

【有形固定資産等明細表】 

【社債明細表】 

該当事項はありません。 

【借入金等明細表】 

該当事項はありません。 

投資有価証

券 

その他有

価証券 

銘柄 株式数（株） 
貸借対照表計上額 

（千円） 

インリックス㈱ 50 5,000 

計 50 5,000 

資産の種類 
前期末残高 
（千円） 

当期増加額 
（千円） 

当期減少額 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額 
（千円） 

当期償却額 
（千円） 

差引当期末残
高（千円） 

有形固定資産               

建物 553 584 － 1,137 267 137 870 

工具器具備品 1,179 290 － 1,469 725 200 743 

有形固定資産計 1,733 874 － 2,607 992 338 1,614 

無形固定資産               

電話加入権 88 － － 88 － － 88 

ソフトウェア － 370 － 370 43 43 326 

無形固定資産計 88 370 － 458 43 43 415 

長期前払費用 － － － － － － － 

繰延資産               

－ － － － － － － － 

繰延資産計 － － － － － － － 



【資本金等明細表】 

（注）資本金、資本準備金及び普通株式の当期増加の要因は次のとおりであります。 

①平成17年８月29日付株式分割（１株を５株に分割） 

普通株式を10,400株増加いたしました。 

②平成18年２月10日付有償一般募集 

資本金に195,500千円、資本準備金に325,300千円を組み入れ、普通株式を2,000株発行いたしました。 

③平成17年４月１日から平成18年３月31日までの新株予約権（ストックオプション）の権利行使 

資本金及び資本準備金にそれぞれ3,500千円を組み入れ、普通株式を700株発行いたしました。 

【引当金明細表】 

（注）当期減少額（その他）は、債権の回収による戻入額であります。 

区分 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 

資本金（千円） 112,500 199,000 － 311,500 

資本金のうち

既発行株式 

普通株式 （株） ( 2,600) (13,100) ( －) (15,700) 

普通株式 （千円） 112,500 199,000 － 311,500 

計 （株） ( 2,600) (13,100) ( －) (15,700) 

計 （千円） 112,500 199,000 － 311,500 

資本準備金及

びその他資本

剰余金 

（資本準備金）           

株式払込剰余金 （千円） 17,500 328,800 － 346,300 

計 （千円） 17,500 328,800 － 346,300 

利益準備金

及び任意積

立金 

（利益準備金） （千円） － － － － 

計 （千円） － － － － 

区分 
前期末残高 
（千円） 

当期増加額 
（千円） 

当期減少額 
（目的使用） 
（千円） 

当期減少額 
（その他） 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

貸倒引当金 1,000 － 356 143 500 



(2）【主な資産及び負債の内容】 

①流動資産 

イ． 現金及び預金 

ロ． 営業未収金 

相手先別内訳 

営業未収金の発生及び回収並びに滞留状況 

 （注）当期発生高には消費税等が含まれております。 

区分 金額（千円） 

現金 － 

預金   

普通預金 1,131,811 

別段預金 7,000 

小計 1,138,811 

合計 1,138,811 

相手先 金額（千円） 

㈲エム・エー・ピー 1,154 

㈲シーシーエイチブリッジ 815 

㈲ジービーシー 770 

福岡新都心開発㈱ 350 

オリエンタル建設㈱ 262 

その他 55 

合計 3,407 

前期繰越高 

（千円） 

当期発生高 

（千円） 

当期回収高 

（千円） 

次期繰越高 

（千円） 
回収率（％） 滞留期間（日） 

(A) (B) (C) (D) 
(C) 

─────
(A) ＋ (B)

× 100 

(A) ＋ (D) 
───── 
２ 

────── 
(B) 

───── 
365 

5,872 214,081 216,546 3,407 98.5 7.9 



②流動負債 

イ． 営業未払金 

ロ． 未払法人税等 

(3）【その他】 

 該当事項はありません。 

相手先 金額（千円） 

エフコンサルティング㈱ 501 

嬉野公認会計士税理士事務所 434 

二又会計事務所 105 

合計 1,041 

相手先 金額（千円） 

未払法人税 52,202 

未払事業税 15,829 

未払住民税 10,953 

合計 78,985 



第６【提出会社の株式事務の概要】 

 （注）当社は、端株制度の適用を受けておりますが、現在端株は生じておりません。 

決算期 ３月３１日 

定時株主総会 ６月中 

基準日 ３月３１日 

株券の種類 100株券、10株券、１株券 

中間配当基準日 ９月３０日 

１単元の株式数 － 

株式の名義書換え   

取扱場所 東京都中央区八重洲一丁目２番１号 

みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 

株主名簿管理人 東京都中央区八重洲一丁目２番１号 

みずほ信託銀行株式会社 

取次所 みずほ信託銀行株式会社 全国各支店 

みずほインベスターズ証券株式会社 全国各支店 

名義書換手数料 無料 

新券交付手数料 印紙税相当額 

端株の買取り   

取扱場所 東京都中央区八重洲一丁目２番１号 

みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 

株主名簿管理人 東京都中央区八重洲一丁目２番１号 

みずほ信託銀行株式会社 

取次所 みずほ信託銀行株式会社 全国各支店 

みずほインベスターズ証券株式会社 全国各支店 

買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 

公告掲載方法 

電子公告の方法により行います。但し、電子公告によることができない

事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載す

る方法により行います。 

公告掲載ＵＲＬ（http://www.aspir.co.jp/koukoku/m030/m030.html） 

株主に対する特典 該当事項はありません。 



第７【提出会社の参考情報】 

１【提出会社の親会社等の情報】 

 当社は、親会社等はありません。 

２【その他の参考情報】 

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

(1）有価証券届出書（有償一般募集増資及び売出し）及びその添付書類 

 平成18年１月11日関東財務局長に提出。 

(2）有価証券届出書の訂正届出書 

 平成18年１月24日及び平成18年２月２日関東財務局長に提出。 

  



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



 独立監査人の監査報告書 

  平成18年１月６日 

グラウンド・ファイナンシャル・アドバイザリー株式会社   

 取締役会 御中  

 監査法人トーマツ  

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 松野 雄一郎  印 

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 猪瀬 忠彦   印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているグラウ

ンド・ファイナンシャル・アドバイザリー株式会社の平成16年４月１日から平成17年３月31日までの第４期事業年度の財

務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査

を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す

ることにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎とし

て行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての

財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、グラウン

ド・ファイナンシャル・アドバイザリー株式会社の平成17年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年

度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券届出書提出会社）

が別途保管しております。 



  

 独立監査人の監査報告書  

  平成18年６月29日 

グラウンド・ファイナンシャル・アドバイザリー株式会社   

 取締役会 御中  

 監査法人トーマツ  

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 松野 雄一郎  印 

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 猪瀬 忠彦   印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているグラウ

ンド・ファイナンシャル・アドバイザリー株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第５期事業年度の財

務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査

を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す

ることにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎とし

て行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての

財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、グラウン

ド・ファイナンシャル・アドバイザリー株式会社の平成18年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年

度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会社）

が別途保管しております。 
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